
資料７ 

地方独立行政法人青森県産業技術センターの利益処分の承認基準について 

 
１ 承認基準を定めるに当たっての前提 

承認基準を定めるに当たっては、次の事項を踏まえるものとする。 
  「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（平成 16 年総

務省告示第 221 号。以下「会計基準」という。）に基づくものであること。 
 
２ 承認基準 

  知事の承認を受けようとする額については、地方独立行政法人法（平成 15 年法

律第 118 号。以下「法」という。）第 40 条第 3 項及び会計基準第 72 に基づき、次

のいずれの要件にも合致する場合に承認するものとする。 
(1)  当該事業年度における経営努力により生じたと認められるもの 

(2) 法第 26 条第 2 項第 6 号に基づき、中期計画に定めた剰余金の使途に充てよう

とするものでかつ合理的な使途であると認められるもの 

 
３ 承認基準に掲げる経営努力認定の考え方 

(1) 会計基準に基づく考え方 

    経営努力により生じたと認められる利益は、会計基準第 72 の内容に基づき、

次のとおりとする。 
① 運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の

収益（以下「自己収入」という。）から生じた利益 
  ア あおもり農商工連携支援基金から生じた運用益 
  イ 農産物販売等収益 
② 運営費交付金に基づく収益において、中期計画（年度計画）の記載事項に照

らして、本来行うべき業務を効率的に行ったために費用が減少した結果発生

した利益 
③ その他法人において経営努力によることを立証した場合 

     ただし、(地独)青森県産業技術センターの運営費交付金は、業務のための支出

額を限度として収益化する費用進行基準を採用しているため、上記①の自己収入

が経営努力認定の対象となる。 

 
(2)  承認を受けようとする剰余金の内容 

   剰余金         61,090,735 円 

   （内訳）  

積立金        26,566,595 円 

    目的積立金     34,524,140 円 



 

 

(3) 目的積立金の使途の内容 

設立団体の長の承認を受けようとする額       34,524,140 円 

（生産事業者支援の充実強化、研究員等職員の資質向上及び施設・設備の改善等） 

 
① あおもり農商工連携支援基金のため使用する額  19,313,378 円 

・ 生産事業者支援の充実強化 

「あおもり農商工連携支援基金」 
   ② その他の中期目標で定めた目的に使用する額   15,210,762 円 

ア 研究員等職員の資質向上 

・ 人材育成委員会経費 
・ 中核研究者育成事業 
・ 業務実施に必要な資格等の取得 

イ 施設・設備の改善等 

 
(4) 県における考え方 

   中期計画及び年度計画に沿って適正に事業を遂行した上で、自己収入から生じ

た利益は、経営努力によるものと認定し、目的積立金として整理する。 
 



※１　自己収入等の内訳 ※２　経常費用の内訳
試験等手数料収益 工業研究業務費
機器使用料収益 農林研究業務費
農産物販売収益　　 水産研究業務費
水産物販売収益 食品研究業務費
工業所有権使用料収益

受託研究収益 受託研究費
受託事業収益 受託事業費
資産見返負債戻入　 一般管理費
財務収益 財務費用等
雑益 計

計

臨時利益　　17百万円 臨時損失　17百万円

 経常費用　　　4,952百万円
 臨時損失　　　　　17百万円
 当期未処分利益 61百万円

 合計            5,030百万円
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平成22年度　地方独立行政法人青森県産業技術センターの剰余金の概要及び利益処分案について

費用
944百万円

　費用
99百万円

　　　費用 ※３
3,909百万円

　　経常収益　　　5,012百万円
　　臨時利益　　　　　17百万円
　　目的積立金取崩額  1百万円
　　合計　　　　 　 5,030百万円

自己収入等　※１
1,004百万円

運営費交付金収益
3,909百万円

（財源措置予定額収益
1百万円を含む。）

補助金等収益
99百万円

　剰余金　61百万円 目的積立金取崩額  1百万円
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299百万円
34百万円

423百万円

認定

【目的積立金】

経営努力認定額

34百万円

※４ 利益処分の概要

地方独立行政法人法第４０条第３項に基づき、地方独立行政法人は、当該事業年度

に剰余金が発生した場合には、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部

又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の剰余金の使途に充てることができる。

（非認定） 積立金 0円

「地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の承認を受けようとする額」は以下のいずれの要件にも合致する場合に承認する。

(1)当該事業年度における経営努力により生じたと認められるもの

(2)法第２６条第２項第６号に基づき、中期計画に定めた剰余金の使途に充てようとするものでかつ合理的な使途であると認められるもの

利益処分の承認にあたっての基本方

損益計算書 剰余金の主な要因 利益処分 （案）※４

法人は青森県に対し、剰余金の金額と内容を報告

交付金及び補助金等に基づく収益以外の収益が増加したことによる利

益であって、当該利益が経営努力により生じたものであることを確認。

（会計基準７２＜参考＞４（１））

【経営努力認定の考え方】

評価委員会の意見を聴き知事が承認するかどうかを判断

（中期計画及び年度計画に沿って適正に事業を遂行しているか）

※３ 運営費交付金（研究費交付金を含む）は、費用が発生する毎に同額を収益計上するため、 交付金収益と費用は同額になる。

5,012

4,952

自己収入増加への取り組みによる効果

資産運用によるもの、農作物の販売収

入等によるもの 34百万円

会計処理上の利益

たな卸資産の計上、受託研究等で固定

資産の取得等 27百万円

あおもり農商工連携支援基金業務費

【積立金】

27百万円


